
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母である 支給対象外です

令和7年9月分（令和7年9月生まれの児童は10月分）の
児童手当を受給した

児童手当受給者は公務員である

（2）要申請
aに該当

（2）要申請
bに該当

（2）要申請
cに該当

（2）要申請
dに該当

（1）申請不要

令和7年10月以降に離婚（離婚調停中等を含む）により
受給者が変更になった

白石町で令和7年10月1日以降に生まれた児童分の
児童手当の申請をした（またはする予定）
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公務員（職場から児童手
当を支給されている）

公務員以外


